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                             開会 午前９時３０分 

     ◎開会宣言 

○佐藤議長 ただいまから、平成２９年第６回置戸町議会臨時会を開会します。 

 

     ◎開議宣言 

○佐藤議長 これから、本日の会議を開きます。 

 

     ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、１番 前田篤議

員及び２番 澁谷恒壹議員を指名します。 

 

     ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから、諸般の報告をします。 

事務局長から報告させます。 

事務局長。 

○髙橋事務局長 今期臨時会に町長から提出された議案は、次のとおりです。 

・議案第２８号から議案第３０号。 

・報告第５号。 

今期臨時会に議案等説明のため出席を求めた者及び委任を受けて出席する者は、お手

元に配付した名簿のとおりです。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

     ◎日程第２ 会期の決定 

○佐藤議長 日程第２、会期の決定を議題にします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

  したがって会期は、本日１日と決定しました。 

 

     ◎日程第３ 報告第５号 専決処分の報告について 

○佐藤議長 日程第３、報告第５号 専決処分の報告についてを議題とします。 

○佐藤議長 本案に対し、報告を求めます。 
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  町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました報告第５号は、専決処分の報告についてでござい

ます。内容につきましては、総務課長よりご説明を申し上げます。 

○佐藤議長 総務課長。 

○深川総務課長 報告第５号 専決処分の報告についてご説明申し上げます。 

  置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例については、議会を

招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づいて平成２

９年３月３１日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会

の承認を求めるものであります。 

  専決処分書は、裏面のとおりで、改正条例は次ページ、置戸町条例第６号 置戸町職

員の給与の臨時特例に関する条例（平成２８年条例第４号）により措置した職員の給与

の３％の削減の期限、本年３月３１日を、明年平成３０年３月３１日まで延長したもの

であります。なお、条例の新旧対照表は、説明資料として添付しておりますので、ご参

照下さい。 

  報告第５号の説明を終わります。 

○佐藤議長 報告に対し、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

  これから、報告第５号について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

  これから、報告第５号 専決処分の報告についてを採決します。 

  報告第５号については、報告のとおり承認することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

  したがって、報告第５号 専決処分の報告については、承認することに決定しました。 

 

     ◎日程第 ４ 議案第２８号 財産の取得についてから 

            日程第 ６、議案第３０号 工事請負契約の締結についてまで 

 ３件 一括議題 

○佐藤議長 日程第４、議案第２８号 財産の取得についてから日程第６、議案第３０号 

工事請負契約の締結についてまでの３件を一括議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。  

○井上町長 ただいま議題となりました、議案第２８号は、財産の取得についてでござい
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ます。議案の内容については、地域福祉センター所長より説明を申し上げます。また、 

議案第２９号及び議案第３０号につきましては、工事請負契約の締結についてでござい

ます。議案の内容は、総務課長よりご説明を申し上げます。 

○佐藤議長 まず、議案第２８号 財産の取得について。 

  地域福祉センター所長。 

○須貝地域福祉センター所長 議案第２８号 財産の取得についてご説明致します。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づ

く財産を、次のとおり取得するものとする。 

記。 

１、品名、へき地患者輸送車（トヨタ ハイエースコミューターＧＬ １４人乗り）。 

２、数量、２台。 

３、契約方法、見積もり合わせによります、随意契約であります。 

４、契約金額、金６，６０９，６００万円。 

５、契約の相手方、北見市とん田東町６１６番地、北見トヨペット株式会社代表取締

役國安幹夫。 

参考までに、見積もり合わせ結果についてお知らせ致します。見積もり合わせ執行日  

は、５月１８日で、見積もり業者は、町外３社、内１社は辞退。見積もり回数は、１回 

で決定しております。現在の中型バス利用から利便性の向上と効率化を目指し小型車両

を導入するもので、納入期限は、平成２９年７月３１日としております。 

 以上で、議案第２８号の説明を終わります。 

○佐藤議長 次に、議案第２９号 工事請負契約の締結について。 

総務課長。 

○深川総務課長 議案第２９号 工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。 

  次により工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものです。 

記。 

１、目的、防災行政無線整備事業。 

  これにつきましては、工事概要は、災害発生時等の住民への迅速かつ的確に広報を図

るために、既存の防災行政無線設備のデジタル化により、役場庁舎始め、消防、南ヶ丘

山村広場、境野公民館、秋田住民センター、勝山公民館、常盤会館の新設を含めた設備

の更新整備や町内会単位で配置される、個別受信機の設置等を行うものであります。 

２、方法、指名競争入札。 

３、金額、１億４，６３４万円。 

４、相手方、小野寺・片山組経常建設共同企業体。代表者、常呂郡置戸町字置戸２５

７番地、小野寺電気株式会社代表取締役小野寺信一。構成員、北見市豊地６９番地

９、有限会社片山組代表取締役片山勝文。 

なお、工期につきましては、平成３０年３月２３日までとしております。次に、入札
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の執行状況についてお知らせ致します。入札執行日は、平成２９年５月１８日に実施致

しました。入札業者は、町内外の業者で構成する４経常建設共同企業体及び建設業者１

社の５社で、入札回数は１回で落札しております。 

以上、議案第２９号の説明を終わります。 

○佐藤議長 次に、議案第３０号 工事請負契約の締結について。 

  総務課長。 

○深川総務課長 議案第３０号 工事請負契約の締結についてご説明致します。 

  次により工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得 

又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものであります。 

１、 目的、置戸地区簡易水道再編推進事業 置戸浄水場機械設備新設工事。 

  工事の概要は、昨年より建設して参りました、拓殖の浄水場のろ過装置２機を設置す

るもので、これにより１日約２，９００トンの浄水能力を有し、安定した水道水の供給

を図るものであります。 

２、方法、指名競争入札。 

３、金額、２億４，４０８万円。 

４、相手方、天内・吉崎経常建設共同企業体。代表者、北見市東相内町１０番地７、天

内工業株式会社代表取締役伊藤嘉高。構成員、北見市北４条東７丁目１番地、株式会

社吉崎工業所代表取締役社長三浦樹美雄。 

なお、工期につきましては、平成３０年３月２０日までとしております。入札の執行

状況についてお知らせ致します。入札執行日は、平成２９年５月１８日に実施しており

ます。入札業者は、町外の建設業者で構成する経常建設共同企業体５社で、入札回数は

１回で落札となっております。 

以上で、議案第３０号の説明を終わります。 

○佐藤議長 これで、議案第２８号から議案第３０号までの提案理由の説明を終わります。 

  これから、議案第２８号 財産の取得についてから、議案第３０号 工事請負契約の

締結についてまでの３件を一括議題とし、質疑を行います。 

  議案の順序で行います。 

  まず、議案第２８号 財産の取得について。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 当初予算で出ていた患者輸送車ということで、２台の購入ということ

です。金額、その他、目的とかっていうのは、もう既に承知しているというふうに思い

ますが、この名称ですね。民生費の方から出しているので、当初予算でも、へき地患者

輸送車という名称で予算組みしておりますが、現時点で、例えば、通称ですとかバスの

名前ですね、この名称で言うと、へき地の患者さんしか輸送できないというような、そ

ういうイメージを受けると思うんですが、その辺り非常に難しいといいますか明確にし

ちゃまずい部分もあるのかなというふうにも思いますが、何か違った通称ですとか愛称
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ですとか、そういうものを付ける予定があるのかどうなのか、お伺いしたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○坂森町づくり企画課長 私の方でお答え申し上げます。今回、お諮り致しております、 

バスの購入につきましてでございますが、ご指摘のとおり、へき地患者輸送車という形 

でございますと、従来のものと混同してしまうということもございます。２台それぞれ 

皆様に親しまれるような愛称を付けたいと思っておりますので、その愛称等は、これか 

らまたいろんな部分でご相談をしながらと思っておりますけれども、例えば、従来、ス 

クールバスのしらかば号ですとかまきば号、そういった号名で呼んでいるものですか

ら、その２台につきましても、そういった明確に皆様に親しまれるような愛称というも

のを考えて参りたいと思っております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 髙谷議員 ちょっと分からなかったんですけども、従来のスクールバスが、今、 

患者輸送車として運行している路線を受け継いで、この２台が運行するっていうことな

んですか。それとも、新たな路線を組み替えて、或いは、新たな路線を走って運行する

というのか、その辺ちょっと教えて頂きたいんですけども。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○坂森町づくり企画課長 ただ今のご質問でございますが、この２台につきましての１台

でございますが、今、秋田、勝山、境野にそれぞれ走っております、へき地患者輸送車

のスクールバスを使用しておりますけれども、その代替としまして、１台は使用しよう

と考えております。もう１台でございますが、例えば、拓殖地区の皆様ですとか若松地

区の皆様の、住民センターを意識しておりますけども、そこから発着と致しまして、市

内の病院、それから、ぽっぽ、地域福祉センターというような施設を巡回するような

コースを新設をしまして、それぞれ使用して参りたいと考えております。運行のコース 

その他につきましては、現在、鋭意協議しておりますけれども、その様なイメージで今

進めております。 

○佐藤議長 ３番。 

○３番 髙谷議員 １台は、新たな路線というか、いわゆるコミュニティ的な要素で運用

するということで、これは患者輸送に限らず、いろんな面で多面的に使えるというふう

に理解していいのかなというふうに思うんですが、例えば、事業組合が管轄するとか、 

或いは、２台のいわゆる運行するための事業所っていうかは、何処でやることになりま

すか。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○坂森町づくり企画課長 現在、患者輸送車の運行をお願いしているのが事業組合さんの

方にお願いをしております。従来の路線と新たな新設する路線とございますけれども、 

今現在、事業組合さんとご相談をさせて頂いているとこでございまして、想定と致しま

しては、引き続き事業組合さんと運行して頂くような形でと考えております。 
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○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ３番。 

○髙谷議員 もう一点、従来この患者輸送車なり、そういうものが運行していないところ

には、例えば、タクシーのチケットとか、そういうのも実は配付して利便性をあれして

いたんですけども、その従来の事業は、どういうふうに考えていますか。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○坂森町づくり企画課長 従来のそういうサービスにつきましても、もちろん継続をさせ

て頂きながら、巡回の新しい路線をつくらせて頂きましたということでございます。で

すので、従来のそのサービスも併用して参りたいと考えております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 あらあらの事は当初予算の中で聞いたわけですけど、具体的に運行の

ルートですね。ルートとか時間とか対象地域、若松とか拓殖とかっていうことで、対象

地域を絞っているようですけど、７月の３１日に納入ということだから、それ以降の運

行開始ということなんですけど、それ以降ですね、運行に向かって地域への周知とか、 

或いは、協議だとか、そういったものっていうのは具体的に考えているかどうか。具体

的にどういった形で地域住民に運行の詳細について下ろしていくのか、その辺の考え方

がありましたら示して頂きたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○坂森町づくり企画課長 今、広報の記事、それから、想定と致しましてですが、８月１

日から運行ができればということで準備を進めているところでございます。広報の紙

面、それから、周知の方法としまして、８月の広報にも折り込みですとか広く、こうい

う新しく路線が増えますよということの周知を図って参りたいとも考えております。一

番は、本当は走っている姿を皆さんに見て頂いて、それで早く親しんで頂けるような形

だと思っておりますけれども、そういうような皆様に愛されるような周知の方法を考え

ております。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 佐藤議員 ルートについてなんですけど、多分に北見バスとは合致しないような

形っていうことで、いろいろ苦心されていると思うんですが、その高齢者の方だとか虚

弱質な方だとか、どうしても公共交通機関の使えないような地域で、その地域から外れ

ているとか、そういった人達の声を救うための、そういったお知らせっていうか、そう

いったことで、このバスを運行するので、そういった人達の声を聞くっていうか、そう

いった意見があれば寄せて下さいとか、そういう窓口っていうか、そういうことを事前

に開設する前に、そういったことっていうのは考えられているかどうか。もし、なけれ

ば是非この地域にもっていう、そういう人も中にはいるかと思うので、それは聞いた中

で検討して頂きたいと思いますが、そんなことで、それについての考えありましたら、 

お聞かせして頂きたいと思います。 
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○佐藤議長 町づくり企画課長  

○坂森町づくり企画課長 もちろん皆様に利用して頂くっていうのが前提でございます。 

ただ、皆様にまず認知して頂くという部分ございまして、先程、説明させて頂きました 

けれども、拓植住民センターと川向住民センターを発着の起点と致しましてのコースを 

想定しております。ですけども、皆様に利用して頂く中で様々な声があるかと思いま  

す。地域の拡大ですとか、それから、コースについて、そういった部分なんですけれど 

も、この運行を通じながら皆様の声を聞かせて頂いて、その反映、具体的な反映につき 

ましては、また新たに来年度ですとか、そういう形で答えて参りたいというような思い 

はあります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 １年ぐらい様子を見てということで、運行してみないと分からないと

いうのも勿論あれなんですけども、基本的には、無料でいくという考え方でよろしいで

すか。数年前からワンコインバスですとか、そういう負担というのもしてもらってもい

いんじゃないかというような話もあったと思いますが、その辺り如何ですか。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○坂森町づくり企画課長 現在の患者輸送車の運行についても、有料ではなく無料で使っ

て頂いておりますので、その考え方と同じく想定をしております。いろいろと必要な費

用という部分の徴収という部分は、各自治体でも検討されているのは承知はしておりま

すけれども、今現在の運行という部分と同じく条件を考えて今はおります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

  議案第２９号 工事請負契約の締結について。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 嘉藤議員 先程の設置場所の件ですけども、聞き漏らしあったのでもう一度ご説

明を頂きたいと思います。 

○佐藤議長 総務課長。 

○深川総務課長 説明もう一回重複します。役場庁舎、消防、南ヶ丘山村広場、境野公民

館、秋田地区住民センター、勝山公民館、常盤会館。秋田については、新設になります。 

後は、既存の施設の改良ということになってきます。以上です。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 嘉藤議員 施設と名前は分かりましたけども、もっといろんな地区にっていうか

会館等につくのかなと思ったら、今、常盤会館とか一部の会館ということですけども、 

その他については、設置は考えていないということでよろしいですか。 

○佐藤議長 総務課長。 
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○深川総務課長 先程も説明しましたが、町内会単位等で設置される個別受信機は、持ち

運びが可能になりますので、それで全町的に網羅されるので、新しく会館等への新設

は、これ以上はありません。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

  議案第３０号 工事請負契約の締結について。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、全体を通して質疑漏れはありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで議案第２８号から議案第３０号までの３件について質疑を

終わります。 

  これから、議案第２８号 財産の取得についてから議案第３０号 工事請負契約の締

結についてまでの３件について、一括討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

  これで、議案第２８号から議案第３０号までの３件について、討論を終わります。 

○佐藤議長 これから、議案第２８号 財産の取得についてから、議案第３０号 工事請

負契約の締結についてまでの３件を採決します。 

  議案の順序で行います。 

  まず、議案第２８号 財産の取得についてを採決します。 

  議案第２８号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

  したがって、議案第２８号 財産の取得については、原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第２９号 工事請負契約の締結についてを採決します。 

  議案第２９号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

  したがって、議案第２９号 工事請負契約の締結については、原案のとおり可決され

ました。 

  次に、議案第３０号 工事請負契約の締結についてを採決します。 

  議案第３０号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 
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  したがって、議案第３０号 工事請負契約の締結については、原案のとおり可決され

ました。 

 

     ◎閉会宣言 

○佐藤議長 これで、本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  平成２９年第６回置戸町議会臨時会を閉会します。 

閉会 午前９時５８分 
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